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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  なお、執行部では、松田副町長が病気療養にて欠席いたしております。 

  また、本日は、新型コロナウイルス感染症予防のために、換気に留意するため、

窓・出入口のドアを開け放ったまま会議を進行いたします。 

  ただいまから、令和２年第３回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  なお、常任委員会の閉会中の調査結果は、タブレットにメールで送信したとおり

でございます。 

  それでは、これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、 

１番、藤木高裕議員、２番、横山和輝議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１１日までの１０日間にしたいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  従いまして、会期は、本日から９月１１日までの１０日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」をいたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第５９号から議案第８３号までの計

２５議案でございます。 

  それでは、議案第５９号から議案第８３号までを一括議題とします。 

  町長に一括して、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  本日、令和２年第３回定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  ただいま議長のお話にもありました通り、松田副町長が現在病気療養中で、病と

闘っております。早期に快復し、復帰していただくことを願ってやみません。 
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  今年も各地で豪雨災害が発生いたしました。 

  篠栗町におきましても、７月６日、９日に大雨警報が発令され、状況を見ながら

災害準備本部、警戒本部を設置して備えましたが、大事には至りませんでした。 

  改めて、令和２年７月豪雨災害でお亡くなりになられた皆様に心から哀悼の意を

表しますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。 

  福岡県町村会では、福岡県、福岡県市長会とともに、大牟田市への職員派遣を交

代で行っておりまして、篠栗町では、８月１１日から１７日まで、罹災証明発行支

援のため職員を派遣したところでございます。今後も、必要に応じて対応すること

を申し合わせております。 

  ９月に入っての大型台風の接近が心配されますが、警戒態勢を怠ることなく対応

をいたします。 

  次に、新型コロナ関連について申し上げます。新聞報道で既にご承知のとおり、

糟屋郡での感染者数は、昨日現在で２３４人となっており、依然として連日数名の

感染者が出ている状況でございます。しかしながら、日本全体、また福岡県を見て

みますと、新規感染者数は減少傾向にあり、それぞれの立場での努力が功を奏して

いるという状況でございます。 

  篠栗町におきましても、今後とも各方面への協力要請をしっかりと行いながら、

感染拡大防止に向けた努力を継続してまいりたいと考えております。 

  そうした中で、敢えて病院名を挙げて申し上げますが、心配しておりますのは、

福岡青洲会病院で大規模なクラスターが発生した件でございます。福岡青洲会病院

は、新型コロナ禍がスタートして早い時期に発熱外来を設置し、福岡県の要請に基

づいてＰＣＲ検査をおこなっていただいておりましたが、今回このような事態が発

生しました。懸念されるのは、粕屋南部消防本部の救急搬送先として、大変重要な

役目を果たしていただいている福岡青洲会病院が、現在診療できない状況にある点

でございます。糟屋郡町長会では、現在、福岡青洲会病院をはじめ、院内クラスタ

ーが発生した医療機関等への様々な支援を呼びかけるべく協議を進めているところ

でございます。地域医療崩壊という最悪の事態を避けるため、発信してまいりたい

と考えております。 

  現在の篠栗町の感染状況、支援策の状況等については、今定例会期間中に別途ご

報告申し上げます。 

  例年であれば、９月以降開催しておりました、高齢者の集い、敬老会、小学校・

幼稚園等や各区での運動会、金婚式、文化祭、ささリンピックなど、町民の皆様が
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楽しみにしていただいている交流の場としての行事を軒並み中止にせざるを得ない

状況でございますが、皆様ともうしばらく辛抱いたしましょう。 

  来年の成人式は、どのような形式にするにせよ必ず開催し、新成人を祝おうと準

備を進めております。よろしくお願いいたします。 

  安倍総理大臣が８月２８日に辞意を表明されました。これまで、「アベノミク

ス」実現のための「３本の矢」をはじめとする諸施策、「地方創生」「一億総活躍

社会の実現」等、全国津々浦々の地域が勢いを取り戻すようにと、地方のために

様々な取り組みをしてこられましたことに感謝申し上げます。 

  ここ数日間で国内の政局は、にわかに賑やかになりました。次期総理大臣がどの

方になるにせよ、これまで国が進めてきた「地方創生 まち・ひと・しごと創生総

合戦略」が継続され、地方のための政治が更に推し進められることを期待しており

ます。 

  最後になりますが、本定例会は、私にとりまして任期最後の議会でございます。

この４年間の任期中、懸案でありました財政力指数の向上、経常収支比率の改善に

ついては、道半ばと言わざるを得ません。しかしながら、篠栗町は大きく動き始め

ております。多少のタイムラグがあり、４年前に掲げた篠栗北地区産業団地開発等、

所期の目標を達成するには今しばらく時間がかかりますが、本年度からの第２期

「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実践で、必ずや福岡県を代表する町

となることを信じて止みません。 

  今後とも議会の皆様におかれましては、ご指導、ご協力を賜りますよう何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、本定例会に提案しております議案第５９号から議案第８３号までの２

５号議案について説明をいたします。 

  議案第５９号は、「専決処分の承認を求めることについて（専決第７号）」であ

ります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町一般会計補正予算について専決処分をしたの

で、議会の承認を求めるものでございます。 

  内容は、令和２年７月６日から７日にかけて発生した豪雨災害の復旧のため、災

害による被災箇所の早期復旧を行うため、復旧に係る設計委託料及び工事費用を予

算計上するもので、当該予算の総額に歳入歳出それぞれ１,３４８万５,０００円を

追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ１３５億５,５３１万５,０００円とするもの

であります。 
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  議案第６０号は、「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」であり

ます。 

  本議案は、現委員であります萩尾勝男氏が、本年９月３０日をもって任期満了と

なるため、後任として新たに小林知生氏を委員に選任することについて、地方税法

第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第６１号は、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」であ

ります。 

  本議案は、人権擁護委員、郡嶋正弘氏が本年１２月３１日をもって任期満了とな

るため、再任の候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

○議長（阿部 寛治） 町長、マスクが大変苦しいと思いますので、ソーシャルディ

スタンスは十分とれていますから、マスクを外して結構です。 

○町長（三浦 正） 失礼いたします。 

議案第６２号は、「篠栗町教育委員会委員の任命について」であります。 

  本議案は、教育委員、林巌氏が本年９月３０日をもって任期満了となるため、後

任として、新たに藤俊広氏を教育委員に任命することについて、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであ

ります。 

  議案第６３号は、「篠栗町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定に

ついて」であります。 

  本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、町長等の損害賠償

責任の額を規定するために、本条例を制定するものであります。 

  制定の主な内容は、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は町職員の町に対

する損害を賠償する責任を、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな

いときは、町長等が賠償の責任を負う額から、職責その他の事情を考慮して政令で

定める基準を参酌して、本条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨

を定めるものであります。 

  議案第６４号は、「住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて」であります。 

  本議案は、住居表示の実施に伴い、関係条例について所要の規定を整備するため、

本条例を制定するものであります。 

  制定の主な内容は、実施区域内で変更となる住所について、改正を行うものであ
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ります。 

  議案第６５号は、「篠栗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、令

和２年４月１日から導入された会計年度任用職員制度について、条文中における引

用条の修正及び定義の明確化を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、会計年度任用職員には想定されない特殊勤務手当の削除、フ

ルタイム会計年度任用職員の給料の支給に関する定義の明確化等について、改正を

行うものであります。 

  議案第６６号は、「篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律が施行され、市町村が条例で基準を定めるに当たっては、

事業に従事する者及びその員数を含む全ての事項について、従うべき基準から参酌

する基準に見直されることとなったことに伴い施行された、放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令に基づき、放課後児童支援員

の規定に関し、実情を踏まえ見直しを行うため、本条例の一部を改正するものであ

ります。 

  改正の主な内容は、放課後児童支援員の数に関する規定及び職員に関する経過措

置について改正を行うものであります。 

  議案第６７号は、「篠栗町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」であります。 

  本議案は、入所及び保護者負担金に関する規定を、篠栗町放課後児童クラブ条例

施行規則から削除し、条例の規定として定めるため、本条例の一部を改正するもの

であります。 

  改正の主な内容は、入所に関する規定及び保護者負担金に関する規定を追加する

ものであります。 

  議案第６８号は、「篠栗町児童館設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。 

  本議案は、職員に関する規定の変更を行うため、本条例の一部を改正するもので

あります。 

  改正の主な内容は、児童館における配置者及び館長に関する規程について、改正
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を行うものであります。 

  議案第６９号は、「篠栗町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」であります。 

  本議案は、福岡県子ども医療費支給制度について、令和３年４月１日から制度改

正されることに伴い、子ども医療費の支給に関する条例準則が改正されたことから、

所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、子ども医療費支給制度の対象を現行の「中学生の入院」に

「中学生の通院」を加えて拡大するものであります。 

  議案第７０号は、「篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、幼児教育・保育の無償化の施行による特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたため、関係

する規定について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めること、子育

てのための施設等利用給付に関する規定及び副食費の保護者負担に関する規程につ

いて、改正を行うものであります。 

  議案第７１号は、「篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」であります。 

  本議案は、福岡県重度障がい者医療費支給制度について、令和３年４月１日から

制度改正がされることに伴い、重度障がい者医療費の支給に関する条例準則が改正

されたことから、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

  改正の主な内容は、当該条例準則の規定改正に合わせて「障害者」の表記を改め

る等、文言の整理等を行うものであります。 

  議案第７２号は、「篠栗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」で

あります。 

  本議案は、下水道工事における排水設備指定工事店の指定に係る申請に伴う審査

並びに指定工事店及び工事責任技術者の登録に係る証交付について、手数料を徴収

することに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

  議案第７３号は、「篠栗町私立幼稚園の授業料等の減免に関する条例を廃止する
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条例の制定について」であります。 

  本議案は、令和元年１０月の幼児教育無償化に伴い、国の幼稚園就園奨励費補助

事業が廃止となり、幼稚園の授業料等も無償となったことにより、本条例はその目

的を終えたため、本条例を廃止するものであります。 

  議案第７４号は、「財産の処分の変更について」であります。 

  本議案は、平成３１年３月１８日平成３１年第１回篠栗町議会定例会で議決され

た議案第１７号「財産の処分について」現地を測量した結果、面積の変更が生じた

ため、売却面積８,４３４平方メートルを８,３５９.９２平方メートルに変更し、

売却額４億円を３億９,６２６万２０８円に変更するものと、町名の変更に伴う所

在地の変更を行うものであり、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第７５号から議案第７８号までの４議案は、令和元年度篠栗町一般会計及び

特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見を付けて、議会の認定に付するものであります。 

  議案第７５号は、「令和元年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定について」で

あります。 

  議案第７６号は、「令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について」であります。 

  議案第７７号は、「令和元年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について」であります。 

  議案第７８号は、「令和元年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」であります。 

  以上４議案が、一般会計及び特別会計の決算認定に関する議案であります。 

  議案第７９号は、「令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定について」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度篠栗町流域

関連公共下水道事業会計未処分利益剰余金５,３４６万９,７８３円のうち３,９５

５万７,５４６円を減債積立金へ積立、３万１,４２１円を自己資本金へ組入し、１,

３８８万８１６円を繰越利益剰余金とするもの、及び令和元年度篠栗町流域関連公

共下水道事業会計決算について、同法第３０条第４項の規定により、監査委員の意

見を付けて、議会の認定に付するものであります。 

  議案第８０号は、「令和元年度篠栗町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定
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について」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度篠栗町水道

事業会計未処分利益剰余金２億１,１３８万６９２円のうち９,７６２万１,１７３

円を減債積立金へ、１億円を建設改良積立金へ積立し、１,３７５万９,５１９円を

繰越利益剰余金とするもの、及び令和元年度篠栗町水道事業会計決算について、同

法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するも

のであります。 

  議案第８１号から議案第８３号までの３議案は、令和２年度補正予算であります。 

  議案第８１号は、「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）について」で

あります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町一般会計歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億

８,０３０万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３７

億３,５６２万１,０００円とするものであります。 

  まず、主な歳入につきましては、新型コロナウイルスによる徴収猶予のため、町

税のうち個人及び法人町民税７６８万８,０００円、固定資産税２,２５４万円をそ

れぞれ減額し、地方特例交付金を１,４４７万３,０００円増額、普通交付税９,１

４２万９,０００円を減額、国庫支出金を９,０８１万７,０００円、県支出金を２,

９１８万８,０００円増額し、繰入金３億円を減額し、令和元年度に確定いたしま

した繰越金を３億９,１６５万７,０００円増額し、諸収入３７７万２,０００円を

減額するものでございます。 

  また、臨時財政対策債を４,４３０万円、徴収猶予特例債を３,０００万円、緊急

自然災害防止対策事業債を３００万円、農林業施設災害復旧事業債を２００万円 

それぞれ増額するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、総務費におきまして、情報システム管理費とい

たしまして、WEB会議システム導入委託料５００万円、システム変更委託料７１０

万６,０００円、リモートワーク環境整備事業４,０００万円、戸籍住民基本台帳費

といたしまして、コンビニ交付実証事業システム導入委託料９５５万９,０００円

を追加するものであります。 

  民生費におきましては、社会福祉総務費といたしまして、天空会館空調設備工事

１,６２４万７,０００円を追加し、高齢者支援費といたしまして、敬老会補助金２

４２万３,０００円、おひさま活動事業費３２０万円をそれぞれ減額し、福祉事業

者支援助成金５１０万円を追加、障がい者福祉費といたしまして、遠隔手話サービ
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ス事業１８６万９,０００円、福祉事業者支援助成金３００万円、昨年の事業実績

に伴い発生いたしました自立支援サービス事業等国庫補助金返還金９１９万６,０

００円、同様に、県補助金返還金に６７２万１,０００円をそれぞれ追加し、包括

支援費といたしまして、ケアトランポリン教室事業１８７万４,０００円を減額、

児童福祉総務費といたしまして、延長保育事業補助金２００万円を追加し、児童福

祉振興費といたしまして、子育て世帯への臨時特別給付金１００万円を追加し、児

童育成事業費といたしまして、学童保育事業備品１７３万７,０００円、放課後児

童健全育成事業費補助金２３３万２,０００円をそれぞれ追加するものであります。 

  衛生費におきましては、母子健康推進費といたしまして、オンライン保健指導備

品１３５万７,０００円を追加し、予防費といたしまして、ロタウイルス予防接種

事業委託料６１５万９,０００円、おたふくかぜ予防接種給付２７０万円をそれぞ

れ追加し、総合保健福祉センター運営費といたしまして、オアシス篠栗駐車場改修

工事２,５００万円を追加するものでございます。 

  農林水産業費におきましては、林業振興費といたしまして、荒廃森林再生事業費

１,７５４万円、小葉山線林道改良工事５００万円をそれぞれ追加するものであり

ます。 

  商工費におきましては、商工総務費といたしまして、デリバリー・テイクアウト

促進補助金の額の確定により１４５万９,０００円を減額し、観光費といたしまし

て、春らんまんハイキング事業を７７１万１,０００円減額、若杉地区遊歩道木柵

取替工事１２３万２,０００円を追加、夏祭り振興事業補助金を２５０万円減額す

るものであります。 

  土木費におきましては、道路橋梁総務費といたしまして、津波黒地区浸水対策基

本調査に６５０万円を追加するものであります。 

  消防費におきましては、非常備消防費及び消防施設費といたしまして、操法大会

事業を８７８万７,０００円減額するものであります。 

  教育費におきましては、事務局費といたしまして、小・中学校補助金を１８０万

５,０００円減額し、各小・中学校費といたしまして、学習指導員・スクールサポ

ートスタッフ事業に７７０万円、修学旅行バス追加借上料に５１６万６,０００円、

教育系インターネット増強工事等に６３０万１,０００円、新型コロナ対策備品等

に１,１２８万９,０００円をそれぞれ追加し、社会教育総務費といたしまして、人

権啓発関係の講演料など１３３万４,０００円減額し、総合センター管理費といた

しまして、Wi-Fiアクセスポイント設置工事１１５万５,０００円を追加し、公民館
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費といたしまして、公民館主催学級事業を１５０万円、文化祭事業２５０万８,０

００円、自主文化事業を１５０万円それぞれ減額、青少年教育費といたしまして、

祇園巡回・研修会食事代・花苗事業等を１３４万６,０００円減額し、保健体育総

務費といたしましては、スポーツ大会参加補助金を１９１万円減額、社会体育施設

費といたしまして、町民プール事業を４２７万６,０００円減額するものでござい

ます。 

  災害復旧費といたしましては、農業用施設災害復旧費といたしまして１００万円、

林道施設災害復旧費といたしまして２３０万円、農地災害復旧費といたしまして２

５０万円をそれぞれ追加するものであります。 

  公債費におきましては、元金といたしまして、起債元金償還に６７５万２,００

０円を追加し、利子といたしまして、起債利子償還２５７万８,０００円を減額す

るものであります。 

  諸支出金におきましては、繰出金といたしまして、後期高齢者医療特別会計繰出

金に１０４万９,０００円を追加するものであります。 

  最後に、地方債におきましては、借入限度額を変更するものといたしまして、臨

時財政対策債４,４３０万円、災害復旧事業債２００万円をそれぞれ増額するもの

であります。 

  また、追加するものといたしまして、徴収猶予特例債３,０００万円、緊急自然

災害防止対策事業債３００万円をそれぞれ計上するものであります。 

  議案第８２号は、「令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について」であります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に、令和元年度

の保険料・滞納繰越額の確定に伴う保険料等負担金及び人件費の補正により、歳入

歳出それぞれ７４１万５,０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ４億３,

０２７万９,０００円とするものであります。 

  議案第８３号は、令和２年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２

号）について」であります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正会計予算を、

営業費用の補正により第３条 収益的収入及び支出において、支出に１１３万９,０

００円を追加し、収益的支出の総額を８億８,４１５万３,０００円とし、収益的支

出額に対し５５９万１,０００円の黒字予算とし、受益者負担金の補正により第４

条 資本的収入及び支出において、収入に１,２０３万９,０００円を追加し、資本
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的収入の総額を４億９,８２６万円とするものでございます。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  日程第４、「議案等の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第５９号から議案第８３号までの２５号議案を一括議題といたします。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案のうち、議案第６０号から議案第６２号は、

人事案件でございますので、委員会への付託は省略し、本日の日程といたします。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治）  異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたしました。 

  次に、議案第６３号から７４号までの１２議案につきましては、タブレットに掲

載の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第７５号から議案第８０号までの決算認定については、「議長及び議

会選出の監査委員を除く９人で構成する決算特別委員会」を設置し、これに付託し

たいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第５９号と議案第８１号から議案第８３号までの補正予算については、

「議長除く１０人で構成する予算特別委員会」を設置し、これに付託したいと思い

ます。 

  これに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、決算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は、

６番、栗須信治議員。副委員長は、４番、古屋宏治議員です。 

  また、予算特別委員会の正副委員長については、委員長は、４番、古屋宏治議員。

副委員長は、６番、栗須信治議員です。 

  最後に、報告２件ついて、決算審査終了後に全員で報告を受けたいと思います。 

  日程第５、議案第６０号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」

を議題といたします。 

  議案の説明を立花総務課長に求めます。 

  立花総務課長。 

○総務課長（立花 博友） それでは、議案の説明をいたします。 

  議案第６０号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」次の者を篠

栗町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  【記】住所 糟屋郡篠栗町大字尾仲３１８番地１２ 

     氏名 小林 知生 

     生年月日 昭和２９年１１月１５日 

   令和２年９月２日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  現委員の 萩尾 勝男 氏が、令和２年９月３０日をもって任期満了となるため。 

  次ページに履歴を掲載しておりますので、ご参照ください。 

  なお、任期は、令和２年１０月１日から令和５年９月３０日まででございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの総務課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案は人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６０号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  日程第６、議案第６１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」を議題といたします。 

  議案の説明を平山福祉課長に求めます。 

  平山福祉課長。 

○福祉課長（平山 智久） 議案の説明をいたします。 

  議案第６１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

  次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

  【記】住所 糟屋郡篠栗町大字篠栗５０９１番地１ 

氏名 郡嶋 正弘 

生年月日 昭和１９年９月２２日 

  令和２年９月２日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  人権擁護委員 郡嶋 正弘 氏が、令和２年１２月３１日をもって任期満了となる

ので、再任の候補者として法務大臣に推薦するため。 

  次ページに履歴書等を掲載しておりますので、参照をお願いいたします。 

  なお任期につきましては、令和３年１月１日から令和６年１２月３１日まででご

ざいます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの福祉課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、これより採決を行います。 
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  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６１号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  日程第７、議案第６２号「篠栗町教育委員会委員の任命について」を議題といた

します。 

  議案の説明を浦上学校教育課長に求めます。 

  浦上学校教育課長。 

○学校教育課長（浦上 利浩) 議案第６２号「篠栗町教育委員会委員の任命につい

て」 

  次の者を篠栗町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の

同意を求める。 

  【記】住所 糟屋郡篠栗町大字篠栗３６９７番地３クラヴィエ篠栗２０１号 

     氏名 藤 俊広 

     生年月日 昭和４４年１月２３日 

  令和２年９月２日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  教育委員 林 巌 氏が、令和２年９月３０日をもって任期満了となるため。 

  次のページに履歴書を添付いたしておりますので、ご参照ください。 

  なお、任期は、令和２年１０月１日から令和６年９月３０日まででございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの学校教育課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） 私の記憶に間違えなければ、確認ですが、教育委員会の５名

は、確か任命枠というのがあったと思うので、その枠の説明と今回その中のどれに

当たるかをちょっと教えていただけますか。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○学校教育課長（浦上 利浩) 任命枠というのを正式に法令上で定められているも

のではありませんで、教育関係の出身者、いわゆる教育に非常に詳しい方と教育に
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詳しくない世間一般人といいますか、そういった方を半々程度に任用するようにと

いうような流れといいますか、通知等は来ております。 

  そしてまた、1枠あるというのは、保護者枠というのがありまして、これは、２

０歳未満の子どもさんを養育している方を１名、この教育委員に任命するという必

要性はありますが、これは別の方が今現在なっておりますので、この方は一般常識

人枠というところで任用したいということでお願いしております。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治）  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６２号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１０時４５分 


